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掘削

本川下流

信濃川下流の治水対策の現状

■信濃川下流のはん濫原には、政令指定都市・新潟市を抱えており、人口・資産が高度に集中。

■越後平野は、海岸部を砂丘で閉ざされた凹地状のゼロメートル地帯の低平地が形成されており、内水被害

が頻発する他、ひとたび破堤氾濫が生じると浸水は長期間かつ広大となり、被害は甚大。

■昭和39年より関屋分水路事業に着手(同40年に新潟県より直轄へ移管)し、同56年に事業概成(S47通水)。

また、信濃川本流と中ノ口川との分派点に、昭和48年に中ノ口川水門、昭和53年に蒲原大堰の建設に着

手し、同54年に中ノ口川水門、同59年に蒲原大堰が完成。一方、建設から約30年近くが経過し、ライフ

サイクルコストの縮減を念頭に、施設の長寿命化のため効率的な維持管理や、近年頻発する大規模な地震

に対する対応の必要がある。

■昭和46年より関屋分水路から上流の堤防整備に着手し、「河川災害復旧等関連緊急事業(H16～)」完了後

の堤防整備率は約9割となるが、刈谷田川合流点上流～大河津洗堰間や、橋梁取付け部等の一部において

堤防未整備箇所が存在する。併せて計画洪水流量を安全に流下させるためには引き続き堤防の整備と河道

掘削等により必要な流下能力を確保する必要がある。

■特に、中ノ口川等の支川合流点付近の水位低下の効果を考慮し、信濃川下流域全体の治水安全度向上に寄

与する治水対策が重要。

■内水排除を目的として、西川排水機場の整備(H5)、排水能力の増強(H16)、鳥屋野潟排水機場の整備(H15)

により、平成10年8月規模の豪雨に対し、床上浸水被害が解消となる。引き続き、関係機関と連携した内

水被害軽減対策を実施していく必要がある。

■超過洪水や地震等に対する減災の取組みとして、災害対策機械の配備（H12）、赤渋防災ステーションの

整備(H15)、光ファイバーネットワークの整備(H5～)等を実施。また、インターネット等により各種河川

情報の提供を実施しているほか、信濃川下流水防連絡会(S58～)、信濃川下流災害情報協議会(H17～)を組

織し、ハザード-マップの作成支援や関係自治体との情報の共有化を図っていく必要がある。

信濃川下流の治水対策の主な特徴信濃川下流の治水対策の主な特徴
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刈谷田川合流点上流部の無堤区間堤防整備状況
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本川下流部の暫定堤区間
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堤防際まで市街化が進む信濃川下流部 効率的な運用を検討中の刈谷田川ダム

治水の原則は、一般的に洪水時の河川水位を低
下させて安全に流すことを目的としている。

•堤防に対する洪水時の外力を低下
•氾濫時の災害ポテンシャルを抑制
•内水被害の軽減

河積確保の為に必要な掘削箇所

資料－３



信濃川下流の河川維持管理の現状

■堤防や護岸、堰・水門、排水機場（14施設）等の河川管理施設や河道の状況について、機能が
確保されるよう巡視・点検等を行い、必要に応じて維持修繕を実施している。特に軟弱地盤で
あること、河床材料の粒径が非常に小さいことよる護岸背後の空洞化や、低水路の蛇行が多い
ことによる局所的な侵食に対する補修を実施している。また、大規模な河川管理施設（新潟大
堰・信濃川水門、蒲原大堰・中ノ口川水門、鳥屋野潟排水機場、西川排水機場）の維持管理を
行っており、引き続き、適切な施設機能の維持・確保を行うとともに、ライフサイクルコスト
の縮減を念頭に、施設の長寿命化のための効率的な維持管理を実施していく必要がある。

■河川の利用については、高水敷の８０％が農地として占用･利用されていること、堤防がほぼ全

川にわたり兼用道路として占用･利用されていることなどから、占用者と連携・調整を実施して

いる。また、新潟市街地付近の一般者の利用が多い「やすらぎ堤」等では、安全施設の設置･点

検･補修を行うなど、きめ細やかな管理を実施している。引き続き、水辺空間や河川利用に関す

る多様なニーズを踏まえ、地域と一体となって、適切な河川利用に向けた取り組みを実施して

いく必要がある。
■河川水の利用について、渇水のみではなく、「冷夏」その他異常気象時などにおいても情報連

絡、情報交換、水利使用の方針等を円滑に進めることを目的とした「信濃川下流水利用情報連
絡会」を設置。引き続き、関係機関や水利使用者等と連携して情報の伝達・共有を図り、渇水
や、異常気象時における被害の拡大防止に努めていく必要がある。

河川管理施設の監視・操作・点検・整備

■以下の目的で河川巡視を週２回実施してる。
・河川区域における違法行為の発見
・河川管理施設及び許可工作物の維持状況の確認
・河川空間の利用に関する情報収集
・河川の自然環境に関する情報収集

■河川巡視や堤防点検のため堤防除草を年２回実施。
■特に「やすらぎ堤」は背後地が人口密集地であり、
利用者も多いことから、きめ細やかな管理を実施。

川の３６５日 （日々の河川管理）

■新潟大堰･信濃川水門･蒲原大堰･中ノ口川水門は洪水や渇水に備え、水量調節のため
常時２４時間体制で監視・操作を実施している。

■施設の機能に支障が生じないよう点検・整備を行っている。

信濃川下流の河川維持管理における主な特徴信濃川下流の河川維持管理における主な特徴

巡視状況 堤防法面亀裂発見 早急な応急対策

巡視で「やすらぎ堤」天端に亀裂陥没を発見。利用者の
転倒等の可能性も考慮し、早急に補修を実施している。

両岸約６０ｋｍの
除草を年２回実施

不法投棄の発見・対応

河岸の侵食箇所の対策

年間約６０件程度
の堤防補修を実施

機能
確保

新潟大堰を襲う波浪

繰返し衝撃で戸当り部及びｺﾝｸﾘｰﾄが損傷

厳しい気象・海象条件の中、大規模な重要施
設の機能を確保するため、点検→迅速な補
修を実施している。

戸当り補修前 戸当り補修後

新潟大堰・信濃川水門・蒲原大堰・中ノ口川水門は昭和４０年代後半から昭和５０年代前半に
設置され３０年以上経過しており、今後の老朽化・維持費の増大が懸念される。

「やすらぎ堤」の状況

堤防除草の実施

河川巡視による発見と早急な対応

侵食状況 対策後

確実な操作のため
堆積土砂を撤去

ポンプ運転直後
迅速に給油を実施

信濃川下流水利用情報連絡会の設置

取水口取水口

■渇水時における関係利水者間の水利使用の協議を円滑に行い、水利使用を効果的か
つ適正に実施するための体制として、昭和57年に信濃川下流渇水情報連絡会を設置。

■同情報連絡会は、渇水のみではなく、「冷夏」その他異常気象時などにおいても、
情報連絡、情報交換、水利使用の方針等を円滑に進めることを目的として、平成16
年に信濃川下流水利用情報連絡会に改められた。

信濃川下流水利用情報連絡会 取水口からの取水不能（加茂市､平成６年渇水）

■不法行為・不法係留について監視をしている。
■安全利用点検を５月連休前と夏休み前に関係機関や
一般利用者とともに実施している。

■新潟市街地付近では川への転落者の対応として、救
命ロープの設置・補修等を行っている。

■「小須戸水辺の楽校」は信濃川下流管内唯一の水辺
の楽校であり、活用のため地域と連携に努めている。

河川利用


